
 

Ⅴ 産業廃棄物処理施設の設置手続きフロー

周辺地域の生活環境への影響を調査

許可申請

設置の計画、維持管理の計画、

生活環境影響調査

告示・縦覧* 関係市町村からの意見聴取
*

（生活環境保全上の見地）

関係住民からの意見書の提出
*

（生活環境保全上の見地）

専門的知識を有する者の意見聴取
*

　国の定める技術上の基準への適合性に加え、地域の生活環境に適正な配慮が行わ

　れているかどうかについて審査

許　可

使用前検査の実施

施設の運営開始

維持管理状況の記録・閲覧
　維持管理計画に従い適切な維

　持管理を行わなかった場合、

　許可の取り消し等の処分 ・一定の最終処分場については

　維持管理費用の積立

・最終処分場については廃止の

　際の確認

（注）上記の手続きは政令で定める施設（最終処分場、焼却施設及びＰＣＢ関連

      施設）の場合であり、その他の施設では＊は不要

許 可 基 準 を 満 足 し な い 場 合 は 不 許 可

 
 

 


